
 

 

 

 

和歌山県と石川県が包括連携協定を締結しました 

 

令和６年１１月１５日資料提供したとおり、石川県と包括連携協定を締結しま

した。 

今後、両県でのアンテナショップ等での特産品販売や観光ＰＲを実施すること、

お互いの強みを活かした海外プロモーションを実施すること、石川県が成功して

いる能登牛のブランド化戦略を学ぶこと、令和６年能登半島地震や奥能登豪雨で

得た教訓や知見を共有し、デジタル技術を活用した防災対策の推進など防災体制

の強化につなげることなどについて連携していくことを確認しました。 

 

 

 

 協定の締結日 

  日  時：令和６年１１月２０日（水） 

 場  所：石川県行政庁舎 特別会議室 

 出 席 者：石 川 県 知 事   馳 浩 

     和歌山県知事 岸本 周平 

 

 

 協定に基づく連携項目 

（１）農林水産物等の情報発信・販売促進に関すること 

（２）観光振興に関すること 

（３）県産品の海外販路開拓に関すること 

（４）危機管理にかかる相互協力に関すること 

（５）その他両県が個別に合意する事項  

 

 

和歌山県 資料提供 

令和６年１１月２１日 

（連絡先） 

企画部企画政策局企画課調査調整班 

担 当：中松、瀬川 

電 話：073-441-2334 

内 線：2334 


